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別 紙 ５  

 

健 全 育 成 の た め の 体 験 活 動 推 進 事 業  

 

１ ． 事 業 の 目 的  

児 童 生 徒 の 健 全 育 成 を 目 的 と し て 宿 泊 を 伴 う 体 験 活 動 を 実 施 す る 学 校 等 の 取 組 を 支 援

す る 。  

 

２ ． 実 施 主 体  

本 事 業 の 実 施 主 体 は 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 （ 特 別 区 及 び 市 町 村 の 組 合 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） と す る 。 ま た 、 間 接 補 助 事 業 と し て 行 う 場 合 は 、 市 町 村 と す る 。  

 

３ ． 事 業 の 内 容  

本 事 業 は 、 次 の 内 容 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 宿 泊 体 験 事 業  

① 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 等 に お け る 取 組  

児 童 生 徒 の 健 全 育 成 を 目 的 と し て 、 小 学 校 ・ 中 学 校 ・ 高 等 学 校 等 が 実 施 す る ２ 泊

３ 日 以 上 の 宿 泊 を 伴 う 体 験 活 動 を 実 施 す る 事 業 。  

補 助 を 受 け る 都 道 府 県 （ 間 接 補 助 事 業 の 場 合 は 、 市 町 村 ） ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等

は 、 本 事 業 を 実 施 す る 学 校 （ 以 下 「 活 動 実 施 校 」 と い う 。 ） を 選 定 し 、 活 動 実 施 校

は 連 続 し た ２ 泊 ３ 日 以 上 の 宿 泊 を 伴 う 集 団 宿 泊 活 動 を 実 施 す る 。  

活 動 実 施 校 は 、 学 習 指 導 要 領 等 を 踏 ま え 、 体 験 活 動 を 適 切 に 教 育 課 程 に 位 置 付 け

る と と も に 、体 験 活 動 前 後 の 児 童 生 徒 の 意 識 の 変 容 に つ い て ア ン ケ ー ト 調 査 等 を 実

施 し 、 体 験 活 動 に よ る 成 果 を 把 握 す る 。  

ま た 、 活 動 実 施 校 は 、 次 の ア ～ カ の 体 験 活 動 を 実 施 す る 活 動 計 画 を 作 成 し 、 都 道

府 県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等 に 提 出 す る 。  

ア  ボ ラ ン テ ィ ア な ど 社 会 奉 仕 に 関 わ る 体 験 活 動  

イ  交 流 に 関 わ る 体 験 活 動 （ 異 な る 地 域 の 人 々 や 異 学 年 ・ 異 年 齢 と の 交 流 、 高 齢 者

と の 世 代 間 の 交 流 ）  

ウ  自 然 に 関 わ る 体 験 活 動  

エ  勤 労 生 産 に 関 わ る 体 験 活 動  

オ  文 化 や 芸 術 に 関 わ る 体 験 活 動  

カ  そ の 他 の 体 験 活 動 （ 農 林 水 産 業 施 設 の 見 学 学 習 、 ス キ ー 教 室 、 イ ン グ リ ッ シ ュ

キ ャ ン プ な ど ）  

② 学 校 教 育 に お け る 農 山 漁 村 体 験 活 動 等 の 導 入 の た め の 取 組  

学 校 教 育 へ の 導 入 を 前 提 に 、 次 の ア ～ イ の 農 山 漁 村 等 に お け る １ 泊 ２ 日 以 上 の 宿

泊 を 伴 う 体 験 活 動 を 実 施 す る 事 業  

ア  都 道 府 県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等 に お い て 、 希 望 者 を 募 り 、 夏 休 み 期 間 中 等 に 実

施 す る 体 験 活 動  

イ  農 山 漁 村 体 験 活 動 を こ れ ま で 実 施 し て い な い 高 等 学 校 等 が 実 施 す る 体 験 活 動  

補 助 を 受 け る 都 道 府 県 （ 間 接 補 助 事 業 の 場 合 は 、 市 町 村 ） ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等

は 、 農 山 漁 村 等 に お け る １ 泊 ２ 日 以 上 の 宿 泊 を 伴 う 集 団 宿 泊 活 動 を 実 施 す る 。  

そ の 際 、 体 験 活 動 を 適 切 に 教 育 課 程 に 位 置 付 け る 上 で 必 要 な 取 組 や 課 題 を 検 討 す

る と と も に 、体 験 活 動 前 後 の 児 童 生 徒 の 意 識 の 変 容 に つ い て ア ン ケ ー ト 調 査 等 を 実

施 し 、 そ の 成 果 を 把 握 す る こ と で 、 今 後 学 校 教 育 へ 導 入 す る に 当 た り 必 要 な 取 組 や

課 題 を 明 ら か に す る 。  

な お 、 本 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 農 山 漁 村 等 に お け る 体 験 活 動 の 導 入 を 検 討 し

て い る 学 校 と 十 分 に 連 携 を 図 る こ と が 望 ま し い 。  

③ 教 育 支 援 セ ン タ ー 等 に お け る 体 験 活 動 の 取 組  

都 道 府 県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 や そ の 設 置 す る 教 育 支 援 セ ン タ ー 等 に お い て 、 不 登

校 児 童 生 徒 等 を 対 象 に 、 １ 泊 ２ 日 以 上 又 は 日 帰 り の 体 験 活 動 を 実 施 す る 事 業 。  

補 助 を 受 け る 都 道 府 県 （ 間 接 補 助 事 業 の 場 合 は 、 市 町 村 ） ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等

は 、 不 登 校 児 童 生 徒 等 を 対 象 に 、 １ 泊 ２ 日 以 上 又 は 日 帰 り の 集 団 で の 体 験 活 動 を 実

施 す る 。  

そ の 際 、体 験 活 動 前 後 の 児 童 生 徒 の 意 識 や 行 動 の 変 容 に つ い て ア ン ケ ー ト 調 査 等

を 実 施 し 、 体 験 活 動 に よ る 成 果 を 把 握 す る 。  

 

（ ２ ） 体 験 活 動 推 進 協 議 会  

都 道 府 県 ・ 市 町 村 に お い て 、 地 域 の 実 態 等 を 踏 ま え 、体 験 活 動 を 円 滑 に 実 施 す る た め

に 、 様 々 な 体 験 活 動 を 推 進 し て い く 上 で の 課 題 や 成 果 に つ い て の 議 論 、 好 事 例 の 収 集 、

学 校 へ の 情 報 提 供 、 取 組 の 普 及 等 を 行 う 体 験 活 動 推 進 協 議 会 を 設 置 ・ 運 営 す る 事 業 。  
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体 験 活 動 推 進 協 議 会 で は 、体 験 活 動 の 円 滑 な 実 施 の た め 、児 童 の 発 達 の 段 階 に 応 じ た

カ リ キ ュ ラ ム な ど 教 育 課 程 を 通 じ た 体 験 活 動 の 在 り 方 等 に つ い て 協 議 、情 報 交 換 等 を 行

う 。  

体 験 活 動 推 進 協 議 会 の 構 成 員 と し て は 、 活 動 実 施 校 、 都 道 府 県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 、

学 識 経 験 者 等 が 考 え ら れ る 。  

体 験 活 動 推 進 協 議 会 に お い て は 、体 験 活 動 の 円 滑 な 実 施 の た め 、次 の よ う な 事 項 に つ

い て 協 議 、 情 報 交 換 を 行 う 。  

 

① 児 童 生 徒 の 健 全 育 成 を 図 る た め の 効 果 的 な 体 験 活 動 の 在 り 方  

② 教 育 課 程 上 の 各 教 科 等 へ の 位 置 付 け に 当 た っ て 解 決 す べ き 課 題 や 検 討 事 項  

③ １ 週 間 程 度 の 長 期 宿 泊 体 験 活 動 を 実 施 す る に 当 た っ て 解 決 す べ き 課 題 や 検 討 事 項  

④ 不 登 校 児 童 生 徒 等 を 対 象 と し た 宿 泊 体 験 活 動 の 実 施 に 係 る 留 意 点 や 効 果 的 な 体 験

活 動 プ ロ グ ラ ム  

⑤ 活 動 等 を 通 じ て 実 現 し た い ね ら い や 重 点  

⑥ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 連 携 や 取 組 の 進 め 方  

⑦ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 内 の 学 校 で 活 用 可 能 な 体 験 活 動 プ ロ グ ラ ム の 例 示  

⑧ 体 験 活 動 受 入 地 域 や 団 体 等 の 情 報 収 集 ・ 情 報 提 供  

⑨ 活 動 実 施 校 の 課 題 の 解 決 や 全 体 の 成 果 の 取 り ま と め  

⑩ 活 動 実 施 校 等 と の 連 絡 調 整  

⑪ 体 験 活 動 に 資 す る 研 修 等 の 実 施 、 他 で 実 施 さ れ る 研 修 等 へ の 関 係 者 の 派 遣  

な お 、都 道 府 県 が 設 置 す る 体 験 活 動 推 進 協 議 会 に 、域 内 の 市 町 村 を 含 め て 差 し 支 え な

い （ そ の 場 合 、 都 道 府 県 、 市 町 村 間 で 業 務 の 分 担 等 に つ い て 適 切 な 調 整 を 図 る こ と ） 。 

 

４ ． 事 業 計 画 書 の 提 出  

補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 都 道 府 県・市 町 村 は 、文 部 科 学 省 が 指 定 す る 期 日 ま で に

事 業 計 画 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

な お 、 ３ （ １ ） ① の 取 組 を 行 う 場 合 、 事 業 計 画 書 に は 、 各 活 動 実 施 校 が 作 成 し 、 都 道 府

県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等 が 承 認 し た 活 動 計 画 書 を 添 付 す る こ と 。  

 

５ ． 事 業 報 告 書 の 提 出  

補 助 金 の 交 付 を 受 け た 都 道 府 県 ・ 市 町 村 は 、文 部 科 学 省 が 指 定 す る 期 日 ま で に 、事 業 報

告 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

な お 、 ３ （ １ ） ① の 取 組 を 行 う 場 合 、 事 業 報 告 書 に は 、 各 活 動 実 施 校 が 作 成 し 、 都 道 府

県 ・ 市 町 村 教 育 委 員 会 等 が 承 認 し た 活 動 報 告 書 を 添 付 す る こ と 。  

 

６ ． 費 用  

（ １ ） 補 助 対 象 経 費  

国 は 、 上 記 ３ の 要 件 を 満 た す 次 の 事 業 （ そ の 一 部 を 委 託 し て 実 施 す る 場 合 も 含 む 。 ）

に 対 し て 補 助 す る も の と す る 。    

① 都 道 府 県 又 は 市 町 村 が 実 施 す る 事 業  

② 市 町 村 が 実 施 す る 事 業 に 対 し て 、 都 道 府 県 が 補 助 す る 事 業  

 

（ ２ ） 補 助 対 象 経 費 の 取 扱 い  

健 全 育 成 の た め の 体 験 活 動 推 進 事 業 に 係 る 補 助 対 象 経 費 の 取 扱 い に つ い て は 、以 下 の

と お り と す る 。取 扱 い に 際 し て は 、都 道 府 県 ・ 市 町 村 が 負 担 す る 他 の 経 費 と 紛 れ る こ と

の な い よ う に す る こ と 。ま た 、一 部 を 委 託 し て 実 施 す る 場 合 の 経 費 も 以 下 に 準 じ た 取 扱

い を 行 う こ と 。  

な お 、 本 事 業 に お い て は 、 体 験 活 動 中 の 食 費 ・ 食 材 費 、 鉄 道 ・ 航 空 機 で の 移 動 に 係 る

経 費 は 補 助 対 象 外 と す る 。  

① 宿 泊 体 験 事 業  

  謝 金 （ 体 験 活 動 で の 児 童 生 徒 の 指 導 や 支 援 、 活 動 の コ ー デ ィ ネ ー ト 等 を 行 う 人 材

へ の 謝 金 ）  

  旅 費 （ 事 前 調 査 や 打 合 せ 等 の 旅 費 ）  

  消 耗 品 費  

  印 刷 製 本 費  

  通 信 運 搬 費  

  借 料 及 び 損 料 （ 宿 泊 費 、 バ ス 借 上 料 、 船 室 借 上 料 等 ）  

  会 議 費  

  保 険 料 （ 当 該 活 動 の た め 新 規 で 加 入 す る 傷 害 保 険 等 ）  

  雑 役 務 費 （ 施 設 入 館 料 、 体 験 活 動 料 、 手 数 料 等 ）  

  委 託 費 （ 市 町 村 ・ 業 者 等 へ の 委 託 費 ）  
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  補 助 金 （ 市 町 村 へ の 間 接 補 助 ）  

②  体 験 活 動 推 進 協 議 会  

  謝 金 （ 講 師 、 指 導 助 言 、 会 議 出 席 、 原 稿 執 筆 等 の 謝 金 ）  

  旅 費 （ 講 師 、 会 議 出 席 、 研 修 等 の 旅 費 ）  

  消 耗 品 費  

  印 刷 製 本 費  

  通 信 運 搬 費  

  借 料 及 び 損 料  

  会 議 費  

  保 険 料  

  雑 役 務 費  

  委 託 費  

  補 助 金 （ 市 町 村 へ の 間 接 補 助 ）  

 

７ ． 第 三 者 へ の 委 託 を 行 う 際 の 留 意 事 項  

全 て の 業 務 を 直 接 執 行 す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、そ の 一 部 を 第 三 者 に 委 託 す る こ と が で

き る 。た だ し 、第 三 者 に 委 託 す る 場 合 に は 、事 業 の 趣 旨 を 踏 ま え た 適 切 な 委 託 を す る こ と

と し 、 そ の 業 務 遂 行 に 係 る 責 は 補 助 事 業 者 に 帰 す る も の と す る 。  

 

８ ． そ の 他 留 意 事 項  

（ １ ）事 業 計 画 は 、「 学 校 を 核 と し た 地 域 力 強 化 プ ラ ン 」中 の 他 の 事 業 と の 連 携 及 び 経 費

の 効 率 的 な 執 行 を 念 頭 に 作 成 す る も の と す る 。    

   

（ ２ ） ３ （ １ ） 宿 泊 体 験 事 業 の う ち 、 ① 、 ② の 事 業 に お い て は 、 長 期 の 宿 泊 体 験 活 動 に つ

い て 優 先 的 に 予 算 措 置 を 行 う 。  

 

 
  




